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 原子力安全・保安院（以下「当院」という。）は、平成１６年６月２２日に九州経済産業

局から電気事業法（以下「法」という。）第５７条の２第１項に規定する登録調査機関であ

る財団法人九州電気保安協会が同項に規定する調査業務を適切に行っていなかったとの報告

を受けた。その後、九州経済産業局は同年７月１日に同協会に対して法第１０６条第４項の

規定に基づく報告徴収を行い、同月３０日に同協会から報告書（同年９月３日修正。報告書

の概要については別添１参照）の提出を受け、同年９月２９日に同報告書の内容を妥当と評

価するとともに、同協会に対し、法令遵守の関係者への周知・徹底及び同報告書に記載され

た再発防止対策の速やかな実施を指示（九州経済産業局の指示文書は別添２参照。経緯につ

いては別添３参照。）したとの報告を受けた。 

 本件を踏まえ、当院としては、各経済産業局、中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局及

び内閣府沖縄総合事務局に対して、それぞれ管轄する法第５７条の２第１項に規定する登録

調査機関及び法第５７条第１項に規定する電気供給者に対し、別添２を参照の上、法第５７

条の２第１項に規定する調査業務の適切な実施の徹底を周知していただくよう求めることと

する。 
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（財）九州電気保安協会における一般用電気工作物の定期調査業務 
の一部不履行等に対する再発防止について 

平成１６年９月２９日 
九州経済産業局 

１．（財）九州電気保安協会（以下、「保安協会」という。）が実施している一般用電

気工作物の定期調査業務において一部不履行が発生したため、当局より保安協会に

対して電気事業法第１０６条第４項に基づく報告徴収を指示したところ、７月３０

日付けで報告書が提出されました。（H16.7.30発表済）  
 
２．当局では、報告内容の調査状況等を確認するため、８月１０日～１６日にかけ

て保安協会に対して立入検査を実施したところ、保安協会は当局の報告指示の内容

の解釈を誤り（記録書を紛失しているもののうち、既に１６年度定期調査を実施し

たものは報告対象外と誤解）、記録書紛失について一部未報告であることが判明した

ため、報告書記載内容の不備等も含めて指摘しました。 
  
３．これを受け、保安協会は、追加調査を実施するとともに、９月３日付けで修正

した報告書（別添のとおり）を提出、当局は追加調査状況等を確認するため９月９

日～１５日にかけて再度立入検査を実施しました。  
 
４．その結果、当局は、北九州支部北九州事業所において、１３年度実施予定分の

うち記録書紛失に係る１，６９２口の一部及び１４年度実施予定分のうち記録書未

記入に係る１７４口の定期調査の不履行があることを確認しました。また、北九州

事業所以外の事業所においても、管理不良による記録書紛失が確認されましたが、

定期調査 の不履行ではないことを確認しました。なお、北九州事業所の定期調査の
不履行及び記録書紛失に係る１，８６６口の需要家並びに北九州事業所以外の記録

書紛失した需要家については、緊急フォロー調査（定期調査の緊急実施）を行うな

どの安全確保対策が実施されたことを確認しました。  
 
５．当局は、本日、保安協会に今後このような事態が生じないよう万全を期すこと

を指示するとともに、提出された再発防止対策を含む報告書の内容については妥当

であると評価 されることから、報告書に基づき再発防止対策を確実に実施すること
及び下記のとおり対応するよう指示しました。 
 ①法令遵守（コンプライアンス）について一般用電気工作物調査関係者に周知・

徹底を行うこと 
 ②再発防止対策を速やかに実施し、平成１６年１１月１日までにその結果を報告

すること 
 なお、再発防止対策の実施状況については、全ての対策が実施された１１月以降

に立入検査により確認することとしています。 
 九 州 経 済 産 業 局 

資源エネルギー環境部 電力安全課 
092-482-5520（直通） 

担当者： 課 長    高田た か だ、課長補佐 生島しょうじま 
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